
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 ロータ（ 23）のための収容スペースを中央に有するステータ（ 32）と、対をなして前記
収容スペース内に突出する少なくとも４個のステータポール（ 18, 19, 20, 21）と、絶縁
素子（ 1, 2）を部分的に包囲するステータコイル（ 16, 17）と、ステータポール対（ 18, 
19; 20, 21）の間に配置された永久磁石（ 14, 15）とを具える電動モータにおいて、ステ
ータ（ 32）の各端面に前記絶縁素子（ 1, 2）が配置され、ステータ（ 32）における前記収
容スペースの主軸線に対して、および相互に平行に延在するステータポール対（ 18, 19; 
20, 21）の側面（ 28, 29, 30, 31）とステータコイル（ 16, 17）の間に絶縁性の支持素子
（ 7, 8）が配置され、これら支持素子（ 7, 8）が前記絶縁素子（ 1, 2）の少なくとも一方
と協働

することを特徴とする電動モータ。
【請求項２】
 請求項１記載の電動モータにおいて、支持素子（ 7, 8）の少なくとも一部は、ステータ
ポール（ 18, 19, 20, 21）の接触面（ 38, 39, 40, 41）により形成される包絡線（ 22）に
沿って延在することを特徴とする電動モータ。
【請求項３】
 請求項１または２に記載の電動モータにおいて、支持素子（ 7, 8）および両絶縁素子（ 1
, 2）が一体的に形成されていることを特徴とする電動モータ。
【請求項４】
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し、絶縁素子（ 1, 2）の一方から、永久磁石（ 14, 15）を支持するための少なくと
も２個の支持部（ 11）が突出



 請求項１～３のいずれか一項に記載の電動モータにおいて、支持素子（ 7, 8）が合成樹
脂から成形されていることを特徴とする電動モータ。
【請求項５】
 請求項 記載の電動モータにおいて、各支持部（ 11）が、相互に平行に延在する少なく
とも２個の絶縁性支持部分（ 12）から構成され、これら支持部分（ 12）がステータポール
対（ 18, 19; 20, 21）の側面（ 28, 29, 30,31）と永久磁石（ 14, 15）の間に配置されて
いることを特徴とする電動モータ。
【請求項６】
 請求項 記載の電動モータにおいて、支持部分（ 12）が合成樹脂から成形されているこ
とを特徴とする電動モータ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は電動モータ、特に、ロータのための収容スペースを中央に有するステータと、対
をなして前記収容スペース内に突出する少なくとも４個のステータポールと、絶縁素子を
部分的に包囲するステータコイルと、ステータポール対の間に配置された永久磁石とを具
える電動モータに関するものである。
【０００２】
【背景技術】
ステータポールを有する電動モータにおいて、ステータコイルをステータ内部に導入する
ためには二種類の様式が既知である。すなわち、ステータコイルをステータ外部で仕上げ
た後、ステータ内部でステータポール上に装着することが可能である。また、パケットプ
レートからなるステータ内でステータコイルを直接的に巻回することも可能である。
【０００３】
コイル巻線をステータ外部でほぼ環状のステータコイルに仕上げる電動モータは、経済的
に製造することができない。その理由は、製造プロセスの各工程に時間がかかり、ステー
タコイルの巻回に必要とされるコイル成形装置が高価だからである。
【０００４】
ステータコイルをステータ内で直接的に巻回する電動モータは、ステータポール領域にバ
ックカットが形成されており、これによりステータポールからのステータコイルの抜け出
しを防止可能としている。このバックカットのためにステータが大型となり、したがって
重量増加が不可避的である。
【０００５】
このような重量増加は、２個のステータポール間に永久磁石が配置される電動モータにお
いて問題視されており、その理由は永久磁石も自重が大きいからである。なお、この種の
電動モータはヨーロッパ特許第  0 564 516号明細書に開示されている。
【０００６】
【発明の課題】
したがって、本発明の課題は、重量の実質的な増加を伴わずにコイル巻線をステータ内で
巻回可能とし、その際にコイル巻線のステータからの抜け出しを防止することのできる電
動モータを提案することである。さらに、本発明においては、永久磁石を固定するための
簡単で経済的な構成が得られるものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上述した課題を解決するため、本発明は、ロータのための収容スペースを中央に有するス
テータと、対をなして前記収容スペース内に突出する少なくとも４個のステータポールと
、絶縁素子を部分的に包囲するステータコイルと、ステータポール対の間に配置された永
久磁石とを具える電動モータにおいて、ステータの各端面に前記絶縁素子が配置され、ス
テータにおける前記収容スペースの主軸線に対して、および相互に平行に延在するステー
タポール対の側面とステータコイルの間に絶縁性の支持素子が配置され、これら支持素子

10

20

30

40

50

(2) JP 3911552 B2 2007.5.9

１

５



が前記絶縁素子の少なくとも一方と協働
することを特徴とするものである。

【０００８】
支持素子の少なくとも一部は、ステータポールの接触面により形成される包絡線に沿って
延在する構成とするのが好適である。この場合、支持素子はステータにおける収容スペー
スの主軸線に対してほぼ直角に延在し、当該主軸線に向けられた収容凹部を形成すること
により、コイル巻線が機械的に導入されたときにそのステータポールからの抜け出しを防
止する。
【０００９】
ステータ内での支持素子の容易なセッティングおよび位置決めのため、支持素子および両
絶縁素子は一体的に形成するのが好適である。
【００１０】
絶縁性能を向上すると共に重量を低減するため、支持素子は合成樹脂から成形するのが望
ましい。
【００１１】
永久磁石を迅速かつ容易にステータ内に設置可能とするため、 絶縁素子の一方
から、永久磁石を支持するための少なくとも２個の支持部を突出させる 。

、絶縁素子をステータの端面に配設する際に、支持部により保持された永久磁石が
ステータ内部に導入されて位置決めされることとなる。
【００１２】
永久磁石と支持部とを形状結合するため、各支持部が、相互に平行に延在する少なくとも
２個の絶縁性支持部分から構成され、これら支持部分がステータポール対の側面と永久磁
石の間に配置される構成とするのが好適である。これにより、２個の支持部分の間に配置
された永久磁石は、支持素子に対して軸線方向に固定されるものである。
【００１３】
絶縁性能を向上すると共に重量を低減するため、支持部分は合成樹脂から成形するのが望
ましい。
【００１４】
各支持部分は、永久磁石をステータ内部に収容して芯出しするものであるが、例えば遊端
が開放した２個の収容室から構成し、これら収容室はステータにおける収容スペースの主
軸線に対して平行に、ステータの全長の一部のみに亙って延在する配置とすることができ
る。この場合、相互に同軸的に延在する収容室は両絶縁素子に配設することができる。組
み立て状態で各収容室は永久磁石を少なくとも部分的に収容するものである。
【００１５】
【実施の形態】
以下、本発明を図示の好適な実施形態について詳述する。
【００１６】
図１に示した本発明による電動モータにおけるステータ 32は、パケットプレートにより構
成され、その中心に位置する収容スペース内に４対のステータポール 18, 19, 20, 21が突
出する配置とされている。ステータポール 18, 19, 20, 21の接触面 38, 39, 40, 41は、ス
テータ 32の中心に向けられている。これらの接触面 38, 39, 40, 41により形成される包絡
線 22の内側には、４個のロータポール 24, 25, 26, 27を有するロータ 23が配置されている
。
【００１７】
図２に示すように、ステータ 32の両側に絶縁素子 1, 2が配置され、これら絶縁素子からは
支持素子 7, 8がステータ 32の内方に向けて突出する。支持素子 7, 8は、ステータ 32に沿っ
て配置され、その全長の二分の一の長さに亙って延在する。両絶縁素子 1, 2は、ステータ
32の両側に当接したときに支持素子 7, 8における遊端領域の側部と協働する。
【００１８】
絶縁素子 1, 2の形状は、ステータ 32の側方投影面の形状にほぼ対応する。ステータ 32から
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し、絶縁素子の一方から、永久磁石を支持するた
めの少なくとも２個の支持部が突出

本発明は、
ものである これ

により



離間した側で、ほぼ環状ディスク形状を呈する絶縁素子 1, 2には突部 5, 6が設けられてい
る、これらの突部 5, 6は、橋絡部 3, 4を介して絶縁素子 1, 2から離間した位置に配置され
るものである。橋絡部 3, 4はステータ 32における収容スペースの主軸線に対してほぼ平行
に延在し、ステータポール 18, 19, 20, 21の接触面 38, 39, 40, 41により形成される包絡
線 22の領域内に配置される。突部 5, 6は、絶縁素子 1, 2に対してほぼ平行に半径方向外方
に向けて延在する。
【００１９】
各ステータポール対 18, 19; 20, 21と、突部 5, 6により覆われる絶縁素子 1, 2の領域を、
コイル巻線により形成されたステータコイル 16, 17によってそれぞれ包囲する。ステータ
ポール対 18, 19; 20, 21の側面およびステータコイル 16, 17は、ステータ 32における収容
スペースの主軸線に対してほぼ平行に延在しており、これらの間に絶縁性を有する前記支
持素子 7, 8が配置されるものである。支持素子 7, 8は絶縁素子 1, 2と一体的に結合されて
おり、非磁性の非金属材料、例えば合成樹脂材料から構成されるものである。
【００２０】
支持素子 7, 8は、ステータ 32の長手方向軸線に対して直角の方向に拡大領域 9, 10 を具え
ている。これら拡大領域９ ,10 は、ステータポール 18, 19, 20, 21により形成される包絡
線 22に部分的に沿って延在する。拡大領域９ , 10によりステータ 32の長手方向軸線に向け
られた収容凹部 33, 34, 35, 36が形成され、これらの凹部はコイル巻線を機械的に導入し
たときにステータポール 18, 19, 20, 21の側面 28, 29, 30, 31からのコイル巻線の滑り出
しを防止する機能を発揮するものである。
【００２１】
絶縁素子１には、支持素子７と平行に延在する支持部 11が設けられている。各支持部 11は
それぞれ永久磁石 14, 15を支持するものであって、絶縁素子１におけるステータ 32との対
向面から直角に突出する配置とされている。支持部 11は相互に平行に延在する一対の絶縁
性支持部分 12から構成され、これら支持部分 12は対向する遊端領域で結合橋部 13により相
互に結合されている。支持部分 12は、ステータポール対 18, 19, 20, 21の側面と永久磁石
14, 15の間でステータ 32の全長に亙って延在する。また、各永久磁石 14, 15も、ステータ
32の全長に亙って延在する。
【００２２】
絶縁素子１、支持素子 11に配置された支持部 12および結合橋部 13は、永久磁石 14, 15の外
形輪郭形状に対応する形状の収容スペースを形成する。永久磁石 14, 15の外形輪郭形状と
支持部の輪郭形状とが相補的に形状結合されるため、支持部 12からの永久磁石 14, 15の脱
落を阻止することが可能である。
【００２３】
支持部 12は、両絶縁素子 1, 2がステータ 32の端面に当接する際に、結合橋部 13の領域で絶
縁素子２におけるガイド領域 37と形状結合可能とされている。
【００２４】
絶縁素子 1, 2、支持部 11および支持素子 7, 8は、いずれも非磁性の非金属材料、例えば合
成樹脂材料から構成されるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の一実施形態による電動モータを示す断面図である。
【図２】図２は、図示しないステータポール対の領域内における絶縁素子を、ステータコ
イルを省略した状態で示す拡大図である。
【符号の説明】
1, 2　絶縁素子
7, 8　絶縁性の支持素子
11　絶縁素子一方から突出する支持部
12　絶縁性支持部分
14, 15　永久磁石
16, 17　ステータコイル
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18, 19, 20, 21　ステータポール
22　包絡線
23　ロータ
28, 29, 30, 31　ステータポール対の側面
32　ステータ
38, 39, 40, 41　ステータポールの接触面

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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